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遺
跡
及
び
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簡
出
土
遺
構
の
概
要

こ
の
遺
跡
は
、
特
別
史
跡
大
野
城
跡
で
知
ら
れ
る
四
王
寺
山
脈
の
南
麓
に
位

置
し
、
国
指
定
史
跡
観
世
音
寺
境
内
お
よ
び
子
院
跡
の
一
部
で
も
あ
る
。
観
世

音
寺
の
子
院
四
九
院
の
一
つ
で

あ
る
金
光
寺
の
跡
に
比
定
さ
れ

る
が
、
発
掘
調
査
の
結
果
か
ら

は
居
館
跡
の
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
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九
五
三
年
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九
州
文
化
綜

斬

合
研
究
所
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よ
っ
て

一
部
が
調

伏

査
さ
れ
、
九
州
歴
史
資
料
館
も

一
九
七
八

・
七
九
の
両
年
度
に

調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
五
棟
の
礎
石
建
物
や
池
な
ど
を
検
出
し
、
三

四
点
の
中
世
木
筒
を
含
む
多
彩
な
遺
物
が
出
上
し
た
。
今
回
の
調
査
で
は
礎
石

建
物
や
濤
な
ど
の
遺
構
を
検
出
し
、
土
器
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陶
磁
器
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と
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種
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仏
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泉
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れ
て
い
た
点
は
注
目
さ
れ
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時
期
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一
三
世
紀
後
半
か
ら

一
六
世
紀
前

半
ま
で
に
比
定
さ
れ
、
こ
の
間
は
大
き
く
三
期
に
分
け
ら
れ
る
。
な
お
、　
一
九

八
七
年
度
の
西
隣
地
区
で
の
調
査
で
は

一
四
、
五
世
紀
頃
と
推
定
さ
れ
る
石
塔

群
か
ら
な
る
墓
所
と
火
葬
所
の
遺
構
を
検
出
し
た
が
、
石
塔
の
中
に
は
応
永
四

年
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一
三
九
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銘
の
宝
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印
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一
四
世
紀
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に
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す
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礎
石
建
物
跡
の
上
面
を
お
お
う
腐
植
土
層
か

ら
八
点
の
木
簡
が
出
土
し
た
。
形
態
的
に
は
〇

一
一
型
式
と
〇

一
九
型
式
が
各

一
点
、
〇
三
二
型
式
が
四
点
、
〇
八

一
型
式
が
三
点
に
分
類
で
き
る
が
、
後
掲

の
一
点
を
除
け
ば
、
〇
三
二
型
式
の
一
点
に
は
墨
痕
が
認
め
ら
れ
ず
、
他
の
六

点
は
腐
蝕
や
不
鮮
明
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
判
読
不
可
能
で
あ
る
。
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